
秋田県港湾協力団体募集要領

１ 港湾協力団体指定制度の概要

港湾協力団体指定制度とは、港湾管理者と協力して港湾の管理等を適正かつ確実に行うこ

とができる法人その他の団体を港湾協力団体として指定する制度です。

２ 対象とする港湾及び対象業務等

（１）対象港湾

秋田県内の港湾（秋田港、船川港、能代港、戸賀港、本荘港）

（２）対象業務

次のいずれかの業務（複数の業務も可）を行う法人その他の団体を港湾協力団体として

指定します。

ア 港湾施設に関すること

（ア）港湾管理者に協力して行う港湾施設の整備

（イ）港湾管理者に協力して行う港湾施設の管理

イ 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する情報又は資料を収集及び提供

ウ 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する調査研究

エ 港湾の開発、利用、保全及び管理に関する知識の普及及び啓発

オ 前各号に掲げる業務に附帯する業務

（３）活動計画期間

申請した活動計画期間（期間の更新可）

３ 申請資格

申請を行うことができる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する法人その他団体（以

下「法人等」という。）とします。

（１） 代表者が定まっていること。

（２） 事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項

その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるも

のを有していること。

（３） 宗教活動又は政治活動を活動目的としていないこと。

（４） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はそれらの利益となる活動を行う者でないこ

と。

（５） 申請時点において、法人その他団体の成立後１年以上（特定非営利活動促進法（平成

10年法律第７号）第10条第１項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証

を受ける前の活動期間を含む。）が経過していること。

（６） 直近１年間の税を滞納していないこと。

（７） 公序良俗に反するなど著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。

（８） 港湾協力団体の指定を受けた場合に、港湾協力団体としての活動以外では、港湾協力

団体と称して活動を行わないことを誓約できること。



４ 申請書類

港湾協力団体指定申請書（様式第１号）に必要事項を記入して、次に掲げる書類を添えて

申請してください。

（１） 法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他法人等の構成員の数が記載

されているもの。

（２） 活動実施計画書（様式第３号）

＊ 本計画書は、団体指定の審査に当たって重要な要素となりますので、記載に際しては定

量的に表記するなど、可能な限り具体的にご記入ください。

＊ 活動に伴い設置する工作物等は占用許可の対象となります。水域、海上公園又は道路等

の占用を必要とする場合は、事前に各占用許可条件との適合性を把握するため、占用しよ

うとする所在地・面積・長さ・幅、占用の目的、工作物（種類、構造）、占用の期間が分

かるもの及び位置図、平面図等が必要となります。

＊ 工作物等を設置する場合は、当該物件を適切に管理して頂く必要がありますので、管理

体制や管理方法などについても計画書に盛り込んでください。

（３） 法人等の直近１年分の納税証明書（＊課税対象団体である場合に限る。）

（４） 確約書（様式第４号）

（５） 誓約書<港湾協力団体の指定の事務の手引き第３第７号の要件を満たすことを証する

書類>（様式第５号）※提出された書類は返却しません。また申請に必要な一切の費用

は申請者の負担となります。

５ 募集期間等

随時募集を受付けますが、活動開始の２ヶ月前まで申請してください。

６ 申請先

下記の申請先に直接ご持参いただくか、郵送又はメールでご提出ください。

持参の場合は、土日祝祭日を除く、午前８時３０分から午後５時１５分まで 。（あらかじ

めご連絡の上お越しください。）

【申請先】

〒０１０－８５７０

秋田県秋田市山王四丁目１－１

秋田県建設部港湾空港課調整・クルーズ・空港班

電 話：０１８－８６０－２５４１

E-mail： kowan-kuko@pref.akita.lg.jp

７ 審査方法

提出された書類等に基づき、秋田県港湾協力団体指定委員会が次に掲げる事項について確

認、審査します。なお、活動実施計画の詳細を確認するため、県の関係部署より申請を行っ

た法人等に対してヒアリングを実施する場合があります。ヒアリング内容は、必要に応じて

港湾協力団体指定委員会に報告します。

（１） 申請資格



（２） 活動実施計画書の内容

ア 公共性：公共性を踏まえた内容が認められること。

イ 実効性：過去の実績等を勘案し、活動実施計画の実効性が認められること。

ウ 貢献度：港湾管理に対する貢献が認められること。

エ 協調性：活動に当たって、他の利用者や関係者、施設管理者等への配慮や連携等が

認められること。

８ 審査結果の通知

（１） 港湾協力団体の指定を受けることとなる法人等に対しては、港湾協力団体指定証（様

式第２号）を発行します。また、法人等の名称、住所及び事務所の所在地を県ホームペ

ージ等で公示します。

（２） 上記港湾協力団体指定証には、法人等の名称、活動を行う港湾の区域及び指定期間を

明記し、指定番号を登録します。

（３） 港湾協力団体の指定を受けることのできない法人等に対しては、その理由を付して書

面にて通知します。

９ 業務に係る留意事項

（１）占用許可などその他業務に必要な手続きについて

業務活動に当たり、港湾区域内の水域、海上公園、臨港道路の占用等を必要とする場

合、本制度とは別に各管理者の占用許可などの手続きを要します。

これらの内容についても、活動実施計画書などにより各許可基準に適合しているかなど

事前に確認を行いますが、当該計画書を提出しても基準等により認められない場合があり

ますのであらかじめご相談ください。

※ 港湾協力団体に指定された場合、水域の占用において港湾管理者との協議が成立するこ

とをもって占用の許可があったとものとみなされますが、上記のとおり協議には別途手続

きが必要となります。また、協議に必要な書類は、通常の占用許可手続きと基本的に変わ

りありません。

（２）業務の実施に関し必要な情報等の港湾管理者からの入手について

公表している範囲内で必要な情報を提供します。その他必要な情報の入手については、

秋田県の情報公開制度による手続きが必要となります。

（３）業務活動における制約等について

ア 業務活動の制約又は中止等について

法人等の活動実施計画書に位置付けられている内容であっても、関係法令や管理者の

管理上の理由等（県の関係団体が行う関連事業を含む。）により、業務活動を制約し、

若しくは活動を中止させる場合があります。また、個々の活動に当たっても、施設管理

者や関係団体などと協議が必要となる場合があるほか、県職員や施設管理者が指示した

場合はそれに従ってください。

イ 他の港湾協力団体等の活動に係る調整について

法人等の活動が他の港湾協力団体と活動場所及び活動時期などが重なる場合は、当該

団体と業務活動を調整することがあります。

また、港湾協力団体以外の団体も活動している場合がありますので、事前に関係団体



等と十分調整を行ってください。

（４）業務活動における法人等の責任について

法人等の業務活動により招いたトラブルや事故が起きた場合、その責任は一切、法人等

で負うものとし、真摯に対応してください。

10 指定後の留意事項

（１） 港湾協力団体の指定を受けた法人等は、活動実施計画書に基づき、港湾協力団体の業

務を適正かつ確実に実施してください。

（２） 港湾協力団体の指定を受けた法人等は、港湾協力団体としての活動を継続する場合

は、港湾協力団体指定証に記載された指定期間が終了する３か月前に次の期間の活動実

施計画書を提出してください。

（３） 港湾協力団体の指定を受けた法人等が、活動実施計画書を変更しようとするときは、

速やかに、報告書（様式第９号）により変更の内容を報告してください。

（４） 港湾協力団体の指定を受けた法人等は、港湾管理者の求めに応じ、年に１回、活動状

況について書面により報告してください。また、港湾管理者が必要に応じて随時報告を

求める場合がありますので、同様に書面により報告してください。

（５） 港湾協力団体の指定を受けた法人等の代表者、団体名、住所若しくは所在地を変更し

た場合、又は港湾協力団体が解散した場合は、速やかに報告書（様式第９号）により報

告してください。

（６） 港湾協力団体の指定を受けた法人等が業務を適正かつ確実に実施してないと認めると

きは、港湾管理者は業務運営について改善命令を行います。

11 指定の取り消し

港湾協力団体に指定を受けた法人等が、次に掲げる事項に該当する場合には、指定が取り

消されます。

（１） 港湾管理者が港湾協力団体に対して行う業務運営についての改善措置命令に違反した

場合。

（２） 港湾協力団体が詐欺その他不正の手段により指定を受けた場合。

（３） 港湾協力団体から指定の取消しの申請があった場合。

12 お問い合わせ先

秋田県建設部港湾空港課調整・クルーズ・空港班 電話０１８－８６０－２５４１


